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①第三者評価機関名

②施設・事業所情報

名称：

代表者氏名： 90  (99 ) 名

所在地：

TEL：

　職員数 常勤職員： 20 名 5 名

　専門職員 保育士 21 名 3 名

看護師 0 名 0 名

事務員 1 名

　施設・設備
　の概要

居室数： 設備等：

③理念・基本方針

第三者評価結果報告書

株式会社　学研データサービス

園庭、エレベーター、
シャワー室2、駐車場

【施設・事業所の概要】

鶴見どろんこ保育園 認可保育園種別：

　経営法人・設置主体（法人名等）：

　開設年月日

ホームページ：

230-0012

https://www.doronko.jp/facili
ties/doronko-tsurumi/

施設長 井上　あゆな

神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-10-36

社会福祉法人どろんこ会

2012年4月1日

045-585-1860

定員（利用人数）：

栄養士

調理員

非常勤職員：

保育室5室、調理室、
事務室、支援室2室

【子育て理念】
にんげん力。育てます。
「にんげん力」を身につけるために必要な遊び・野外体験を提案実践し“自分で考え、行動する思
考”を育みます。
【子育て目標】
1.センス・オブ・ワンダー
子どもが“自然の中での体験”を通して、ものの性質や身近な事象・生命の尊さ・食材や食の循環に
気付くことができるように多くの実体験の機会を提供し、子どもが“したいと思う活動”を安全に行
えるように見守り、支援してゆきます。
2.人対人コミュニケーション
園外では「すれ違ったすべての人」と挨拶を交わすことを園の約束としています。銭湯でお風呂の
日、商店街ツアー、青空保育など地域交流を実施し、一人でも多くの人と挨拶を交わし、一つでも多
くの仕事を目にする機会を用意し、“感じたこと・考えたこと”を言葉で、ジェスチャーで、表情
で、描いて、造って、表現できる子どもを育成します。
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④施設・事業所の特徴的な取組

⑤第三者評価の受審状況

2 回 （ 2019 年度）

⑥総評

　園では、全クラスで「個別記録」を作成し、子どもの姿を振り返りながら現況と課題、今後に向けた配慮事
項などを記載しています。5領域に関するチェック項目もあり、一人ひとりの発達段階を細やかに記録して、職
員間で共有しています。こうした記録に基づいて子どもが何をしたいのか、何をしたくないのかなどを子ども
の思いに寄り添いながら捉えていき、一人ひとりの子どもに合った援助方法や言葉かけについて職員間で確認
し合っています。職員は、子ども一人ひとりの理解を深めてやりたいことを尊重し、子どもの個性を生かせる
よう丁寧な保育を実践しています。子どもたちは、職員に見守られて伸び伸びと自分を表現しながら成長して
います。

◆子ども一人ひとりの個性を尊重して、丁寧な保育の実践につなげています

（契約日）～

2025年1月10日 （評価結果確定日）

　評価実施期間 2024年5月17日

　受審回数（前回の受審時期）

◇特長や今後期待される点

◆職員間の連携を深めながら、より良い保育の実現に向けて取り組んでいます
　どろんこ会グループの理念に基づき園全体で方向性を共通理解するために、毎年度、年間の園目標を職員間
で話し合って設定しています。例えば、子どもとのつながり、保護者とのつながり、職員間のつながりなど何
事にも前向きに捉えながら保育にあたれるよう「ポジティブ・ハート」という目標を掲げ職員間の意識統一を
図っています。また、衛生管理や図書、生き物、畑などの業務分担の係を決めてそれぞれが責任を持って、園
運営に関わりながら、子どもにとって最善の保育環境を提供できるようにしています。各種会議では、子ども
の視点に立った互いの気づきや保育観を伝え合うことで、職員間の連携を深め、より良い保育の実現を目指し
ています。

　当園は、どろんこ会グループが掲げる「理念」と「子育て目標」のほか、「私たちが育てる6つの
力」に基づき、様々な活動を取り入れて保育を実践しています。一日の始まりに座禅を組み、畑仕事
やヤギの世話などをして、長距離散歩や園庭遊びで思い切り体を動かして遊び、強い体を作れるよう
にしています。
　また、子どもたちが異年齢で自由に交わりながら過ごすことができる環境づくりを行い、一緒に遊
び、一緒に食べ、一緒に考えるなどの経験を積み重ねる中で、自分の考えを表現する力や自分で決め
る力、年下の子どもを思いやる気持ちを育めるようにしています。
　「商店街ツアー」や「銭湯でお風呂の日」の活動を通して、地域の人たちと触れ合う機会も取り入
れているほか、「青空保育」では、地域の親子と公園で一緒に遊ぶなどして交流しています。
　保護者とは、子どもの育ちをともに見守る関係性を大切にして、連絡帳アプリや「3分間お迎え対
応」で情報を共有しているほか、日々の活動の様子を写真とコメントで配信するなどしています。ま
た、保育参加を随時受け入れて、一緒に園生活を体験してもらいながら子どもの姿を共有できるよう
にしています。
　地域子育て支援カフェ「ちきんえっぐ」の取り組みを行っており、地域の保護者や子どもたちに向
けて、園開放や子育て相談、交流保育、講座の開催のほか、クッキングを一緒にするなどして地域支
援にも積極的に取り組んでいます。



3 / 3

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

⑧第三者評価結果

　　別紙２のとおり

　園の規模のから、丁寧な保育、接遇と言う点で伝達面の向上は引き続き課題であると考えている。
子ども一人ひとりと丁寧に関わり、振り返り、職員間の連携を深め、子どもたちの健やかな成長と安
心・安全な保育を行なうため、「保育の語り合い」と「風通しの良い環境づくり」を目指し、スタッ
フ一同より一層、力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。

　運営面での評価は、グループ内の施設長たちが考案し、法人として毎年更新を行っている「保育品
質マニュアル」「運営マニュアル」が評価ポイントとして大きく感じた。引き続き、事業計画で示し
ている通りマニュアル遵守を遂行していこうと考えている。

　第三者評価の受審を通して、課題が改めて明確になったが、同時に園の成果やストロングポイント
にも気づくことができた。評価をいただいた項目については今後さらに推進していくとともに、改善
を必要とされる項目については十分に検討を重ねながら保育の質の向上に努め、より良い施設を目指
して努力していく。
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第三者評価結果　
事業所名：鶴見どろんこ保育園

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

a

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

a

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

a

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１） 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

a

＜コメント＞

　どろんこ会グループの子育て理念は「にんげん力。育てます。」、子育て目標(基本方針)は「センス・オブ・ワンダー」「人対人コ
ミュニケーション」となっています。これらは、職員全員に配付する「保育品質マニュアル」に明記し、園内研修で、理念と方針に
沿った保育の質の向上に向けた研修を行っています。また、秋に行われているどろんこ会グループの全体研修で、理事長から理念や方
針について説明を受けています。保護者に配付される入園案内に理念と方針を記載し、入園説明会で説明しています。保護者懇談会で
は、活動の様子の写真を用いて、クラスごとの資料を作成し、理念や方針に沿った保育内容を説明しています。

　運営本部において、社会福祉事業全体の動向について把握・分析をしており、どろんこ会グループの中長期計画に反映させていま
す。地域の各種福祉計画は、主に、横浜市から入る情報により把握しています。運営本部が、園が位置する地域の子どもの数や潜在的
利用者に関するデータの分析を行っています。また、定期的に、園の保育コスト分析や園の利用者数の推移などを分析しており、施設
長と情報共有をしています。

　どろんこ会グループの中長期計画の内容を反映した、園の単年度の事業計画を施設長が策定しています。収支計画は、運営本部が施
設長と連携しならが作成しています。園の単年度の事業計画は、前年度の基本方針などの進捗状況や反省を踏まえ、当該年度の基本方
針を設定しています。さらに、保育内容の充実・質の向上、保護者への支援、地域の子育て支援事業、次世代を担うスタッフ育成、環
境実施目標、高め合う集団についての「計画・ねらい」「実施予定内容」が記載されている総合的なものとなっています。会議、研修
なども具体的な数値目標を設定し、後日、実施状況の評価がしやすいものとなっています。

　どろんこ会グループの中長期計画は、理念や基本方針の実現に向けた「どろんこ会運営本部mission」として運営本部が策定し、全
体研修において明確にされています。どろんこ会グループの全体研修は、毎年行われており、中長期計画の見直しもその都度行われて
います。一方、園としての中長期計画は、どろんこ会グループの中長期計画を受け、施設長が、3か年の「目指す姿」や「重点施策」
を策定していますが、中長期の収支計画、具体的な数値目標や具体的な成果などは設定されていません。今後は、より充実した園とし
ての中長期計画の策定を期待します。

　どろんこ会グループの具体的な経営課題は、運営本部が分析し、全体研修で職員に周知されています。経営課題については、毎月行
われているどろんこ会グループの理事会や、毎週開催される経営会議で役員間での共有がなされています。園が所在しているエリア
は、他園も含め利用者数は定員を満たしていますが、今後の少子化の影響を受け、選ばれる園となるよう、園の保育を理解してもらう
ために、地域の子育て支援に力を入れるとともに、保育の質の改善を進めています。
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【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

a

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

a

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

a

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

a

＜コメント＞

【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

a

＜コメント＞

　各職員のコンピテンシー(職務や役割において優秀な成果を発揮する行動特性)に関する自己採点のシートには、「今の自分の課題」
を記載する項目があり、施設長が園としての課題を整理し、職員室に掲示しています。リーダー会議、園会議などで課題の共有化が図
られており、改善策や改善計画を策定しています。また、「理想の自分への自己成長を遂げるための具体目標」の項目があり、個々の
評価結果に基づく改善の取り組みを行っています。リーダー会議で、「ダメを言わない、使わない」という方針を立て、実際の保育で
検討を重ねながら実践しています。

　職員全員に配付されている保育品質マニュアルに、会議やマニュアルに基づくサービスなどがPDCAサイクルの一環であることが説明
されています。保育の内容の評価は、内部監査、保護者アンケート、第三者評価などの体制で行われています。園としての自己評価
は、職員の意見を踏まえて、年度末に事業報告を作成する形で施設長が中心となって行っています。また、保護者アンケートを年1回
行い、運営本部が結果を集計し、コメント評価を行って、園会議において良いところ、改善すべきところを確認して、議論を行ってい
ます。アンケートの集計結果とコメントは保護者にも公表しています。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画は、園の玄関に掲示し、保護者に周知しています。行事の年間予定は、連絡用アプリで保護者に発信しています。保護者懇
談会において、けがをしない強い体を育てる、自分でできることを自分でするなどの6つの切り口で事業計画を説明しています。保護
者が参加する大きなイベントは、「どろんこまつり」「運動会」「生活発表会」があります。「どろんこまつり」においては、任意で
保護者に「どろんこサポーターズ」になってもらい、協賛で店を出してもらうとともに、保護者のネットワークで情報発信が行われ、
新入園児の保護者への声かけなどを行っています。

　どろんこ会グループの全体研修を受け、11、12月の園会議で行う事業計画の振り返りにおける職員の意見を反映しながら、施設長が
1月に事業計画を策定します。施設長は、2、3月に職員とともに、策定会議において、園目標や行事のねらいを検討し、年間行事計画
を作成します。4月のキックオフ会議において事業計画を周知し、毎月の園会議における研修で理解を深めています。職員により理解
度が異なることもあり、職員面接において施設長が一人ひとりに事業計画の説明を行っています。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、どろんこ会グループの施設長会議や施設長勉強会に参加し、遵守すべき法令等を十分理解しています。特に、人権の尊重
や労働環境への配慮に力を入れており、子どもの着替えの時の配慮、工夫に取り組んでいます。環境への配慮にも力を入れており、食
品ロスの削減、残渣を減らす工夫、コンポスト作りなどを行っています。職員とは、施設長会議などの議事録の共有をするとともに、
特に必要と思われる場合には、個々の職員に内容を説明します。年2回、どろんこ会グループの「児童・保護者の人権に関するチェッ
クリスト」を使用し、職員は人権保護に関する自己採点を行っています。

　施設長は、園の事業計画に基本方針(2024年度：子どもも大人も思いやりを大切に)を明記し、具体的なねらいと実施予定内容を記載
しています。施設長の自らの役割や責任については、保育品質マニュアルに記載されており、トップマネジメントの果たすべき責任が
明記さています。策定会議において、年度の園目標や行事のねらいを職員に表明しています。平常時のみならず、有事においても施設
長が責任者として対応しますが、不在時は、主任が権限委任を受けることとなっており、その旨が「自衛消防隊の編成と任務表」に記
載され、職員室に掲示されています。
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【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

a

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

a

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コメント＞

（２） 管理者のリーダーシップが発揮されている。

（１） 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

　施設長が、総合人事管理システム「かんぱにぃ」を活用し、職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを把握しています。残
業時間は、運営本部でもチェックをしています。職員全員が有給休暇の全取得を実現しています。個人面談は、年3回行っており、本
部運営部に「ちょこっとライン(お悩み相談室)」を設けるなど、職員が相談しやすい環境を整えています。施設長は、日常においても
職員への声掛けなどを行い、相談しやすい関係性を構築しています。どろんこ会グループで福利厚生団体に入会しており、職員は、
テーマパーク、ホテル、スポーツ施設、飲食店の割引などを利用しています。社宅の利用も可能となっています。

　どろんこ会グループの保育品質マニュアルに「求める人材像」が記載されており、それに見合った人材の確保や人材育成、研修計画
が行われています。運営本部が、どろんこ会グループの人材確保計画を作成しています。12～1月にかけて、福祉人材の育成に向けて
の年間研修計画を構築します。計画に基づき、子育ての質を上げる会議、施設長勉強会などで職員に向けての研修が行われています。
必要な福祉人材の確保は、本部人事採用部が行っています。学生の実習を積極的に受け入れることで、新卒職員の採用につなげていま
す。中途採用に対しては、求人情報サイトと複数社契約しています。また、園外の掲示板に求人案内を掲載しています。

　園では、職員全員にスマートフォンを支給して記録などをデータ入力しており、業務の効率化を進めています。保護者への連絡も連
絡用アプリを活用しています。施設長は、できるだけ職員の事務作業を業務時間内で確保できるように、目を配っています。職員室の
ホワイトボードに、職員が当日の時間ごとの作業スケジュールを各自記載するようになっており、各自がどこで事務作業の時間がとれ
るのかがわかり、職員間の連携も図りやすくなっています。施設長は、職員が働きやすい環境となるように、コミュニケーションを取
りやすい雰囲気づくりになるよう心がけています。

　施設長は、実際の子どもの姿や職員の姿を見ながら保育の質の現状評価、分析を行っています。どろんこ会グループの「子育ての質
を上げる会議」や「施設長勉強会」を活用しながら、園の課題を抽出しています。さらに、主任やリーダーと密に対話をしながら、園
としての取り組みにつなげています。施設長は、職員が意見を述べやすい雰囲気作りを心がけており、職員の意見を保育の質の向上に
反映できるようにしています。園内研修の充実を図り、職員に参考となるどろんこ会グループが運営する研修プログラムの動画を視聴
することを推奨しています。

　どろんこ会グループの保育品質マニュアルに「求める人材像」を記載し、資格等級制度を導入しており、人事評価、人材育成などと
連動しています。評価制度は、「目標管理シート」を活用し、個人目標、組織目標を設定し、個人の取り組み内容を判定指標に照らし
合わせた達成基準によって評価します。横浜市による保育士の処遇改善制度も適用しています。職員の3年後の自らの将来の姿を描く
キャリアデザインのアンケートを毎年実施し、施設長が個人面談で確認しています。運営本部が、職員の昇進・昇格などのタイミング
を見計らい「キャリア面談」を行い、自分の将来像を描く支援を行っています。

（２） 職員の就業状況に配慮がなされている。
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【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

a

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

a

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

a

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

a

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

a

＜コメント＞

　秋に行われているどろんこ会グループの全体研修において、理事長から理念や方針の説明を職員全員が受け、「求める人材像」を明
確にしています。施設長、主任、リーダー、一般職員など階層別に受講すべき研修が設定されており、それに基づき各職員の教育・研
修が実施されています。全体研修では、特に障がいの有無で分ける保育ではなく、すべての子どもが頼りあい、ぶつかりあい、手を差
しのべあう「インクルーシブ保育」に力を入れており、研修内容やカリキュラムの充実を図っています。毎月の園会議では「コンピテ
ンシー自己採点」を活用した研修を年間事業計画に基づき行っています。

　どろんこ会グループの人事制度説明会の資料において、人事制度の目指すべき姿が明確になっています。「目標管理シート」を活用
し、職員一人ひとりが個人目標、組織目標を設定し、自分が描くキャリアや目標に向けて進めるようになっています。個人目標は、コ
ンピテンシー自己採点に、組織目標は、園の事業計画に基づいて設定しています。具体的な取り組み内容、判定指標、達成基準が記載
されており、評価しやすい仕組みとなっています。個人面談は年3回行い、年度初めの面接で目標設定、中間面接では進捗状況の確
認、年度末面接で評価を行い、職員に結果をフィードバックしています。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　ホームページに、どろんこ会グループの理念や基本方針、保育内容、事業計画、事業報告が公開されています。財務状況は、WAM
NET(福祉・保健・医療関連情報の総合サイト)の電子開示システムで公開されています。子育て支援事業、第三者評価の受審、苦情・
相談の体制や内容についてもホームページに掲載されています。月1回園が発行する「ちきんえっぐだより(地域子育て支援だより)」
をホームページに掲載しているほか、園掲示板に掲示したり、鶴見区の地域子育て支援拠点や地域の子育てサロンに設置したり、公園
などで知り合った親子に配布をしたりしています。近隣の公園で行う「青空保育」に参加した地域の方に、いつでも園庭や園内で遊べ
る園開放の呼びかけを行っています。

　2023年度は、3名の実習生の受け入れを行いました。実習生などの受け入れについて、保育品質マニュアルに意義、心得、受け入れ
手順を明記しています。さらに、「受入手順書」があり、実習開始時には、実習生ごとの「オリエンテーションシート」を作成し、部
分実習や責任実習など異なるプログラムを提供しています。実習生の指導担当者に対しては、施設長が事前指導を行っています。実習
生の学校とは、実習前に本部人事採用部が当園の理念などの説明を行います。実習期間中は、実習指導の学校の先生が来園し、学生の
様子を確認します。振り返りも先生と電話で共有します。

　施設長は、総合人事管理システムで、一人ひとりの職員の専門資格の取得状況を確認できます。新任職員はオリエンテーション、10
日間のOJT研修などを受けます。法人研修では、階層別、職種別、テーマ別の研修が設定されています。施設長と職員の面談時に、研
修テーマを設定し、どろんこ会グループが運営する研修プログラムの動画視聴など各自必要とする研修への参加を促しています。この
動画は、外部講師などによる研修となっており、職員の自分のペースでの視聴が可能となっています。業務時間内での動画視聴ができ
るように、施設長、リーダーが業務配分を工夫しています。

　園の事務、経理、取引などに関するルール、職務分掌、権限・責任は、経理規程に記載し職員に周知しています。どろんこ会グルー
プの事務、経理、取引などの内部監査は、年２回、内部監査室により、内部監査チェック表を使い行われています。内部監査での指摘
事項を受けて、職員一人ひとりの意識合わせができるように改善に取り組んでいます。法人の事業、財務は、税理士法人がチェックし
ており、指摘事項に基づき経営改善を実施しています。提供サービスの品質維持・向上の取り組みについては、第三者であるISO9001
の認証機関による定期的な審査を受けています。
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４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

a

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

a

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

a

＜コメント＞

　施設長が、鶴見区の地域子育て支援拠点との連携や下末吉地区近隣保育園との情報交換により、地域の具体的な福祉ニーズの把握に
努めています。毎週訪問する「商店街ツアー」、月1回の「銭湯でお風呂の日」などの活動を通して、地域の人々と触れ合う中で、地
域の生活課題などの把握を行っています。園開放は、参加した人たちの育児相談などにつながっています。子育て相談については、チ
ラシを掲示し、いつでも受け入れができるような体制を整えています。園の玄関に設置した不要となった衣料の交換ができる「勝手
籠」からも地域の福祉ニーズを掴んでいます。

　園として必要な地域の関係機関をリスト化し、連絡がとれるように緊急連絡先を記載し、職員室に掲示しています。園会議で職員間
の情報共有がなされています。施設長は、鶴見区内保育園施設長会議、鶴見区要保護児童対策地域協議会に参加し、情報交換や連携を
図っています。鶴見区幼保小連携連絡会議では、グループワークで虐待などの事例を出して関わり方について議論し、より良い対応を
目指しています。家庭での虐待などが疑われる子どもへの対応については、対応フローに則り、どろんこ会グループ内で情報共有する
とともに、鶴見区こども家庭支援課と連携を図っています。

　ボランティアの受け入れについての「保育品質マニュアル」に意義、心得、受け入れ手順が明記されており、全職員で共有していま
す。2023年度は3名の中高生の職場体験学習の受け入れをしました。さらに、「受入手順書」があり、ボランティア開始時には、ボラ
ンティアごとの「オリエンテーションシート」を作成し、個別のプログラムを提供しています。中高生の受け入れの場合には、各学校
の教員と事前確認を行い、安心して体験学習が行えるように配慮しています。ボランティアなどを随時いつでも受け入れる体制と雰囲
気をつくることを今年度の園のテーマとしています。

　毎月、地域に向けての子育て支援事業が記載された「ちきんえっぐだより」を発行しています。子育て支援事業として、地域の方も
参加できる水遊びや散歩体験などの「どろんこ自然学校」を毎月開催しています。園の玄関に設置した不要となった衣料の交換ができ
る「勝手籠」を玄関の外に用意しており、保護者だけでなく、地域の人たちも利用しています。横浜市の子育て支援者が来訪し、育児
相談やお話し会が行われ、利用者の園開放の利用も見受けられます。近隣の小学校や保育園にヤギ、ニワトリの出張動物園を行い、広
く地域との交流を図っています。施設長が地域の防災訓練に参加しているほか、下末吉地区の近隣保育園同士で、被災時に力を合わせ
て対応することとなっています。

　「保育品質マニュアル」に地域交流、世代間交流、地域拠点活動などの基本的な考え方が記載されています。園の玄関に地域のイベ
ントなどのチラシを掲示しているほか、病児保育施設に関する冊子を玄関に置くなど、保護者へ地域の情報の提供を積極的に行ってい
ます。毎月近隣公園で開催される「青空保育」で、地域の人々や子どもとの交流を図っています。週1回、商店街の店の仕事について
訪問する「商店街ツアー」、月1回、近所の銭湯に入りに行く「銭湯でお風呂の日」など、地域の方と触れ合う機会を定期的に設けて
います。

（１） 地域との関係が適切に確保されている。

（２） 関係機関との連携が確保されている。

（３） 地域の福祉向上のための取組を行っている。
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Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

a

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

（３）　利用者満足の向上に努めている。

　日々の保育のなかで、職員が、3～5歳児の子どもには「今日何が楽しかった」と確認をし、満足度を把握しています。毎年、利用者
満足調査として「保護者アンケート」を実施しており、運営本部が集計し、コメントを添付して、園会議で情報共有と課題検討を行う
とともに、保護者にも結果を公表しています。保護者懇談会は年２回開催しており、保護者の希望により、随時個人面談に応じていま
す。園の方針でもあり、子どもがどろんこ遊びを行うため、靴や足の裏が泥だらけという保護者からの意見が出てきたので、足ふき
マットを用意し、改善対応しました。

　ほかの保育所や幼稚園に転園する際に、転園先より子どもの情報提供に関する依頼があった場合は「保育品質マニュアル」で定めて
いる引き継ぎ手順に基づいて、転園先への引き継ぎを適切に行っています。転園や卒園などで園の利用が終了したあとの相談対応につ
いては、施設長が担当窓口となって対応することとしています。転園時及び卒園時には、いつでも相談に応じることを保護者に口頭で
伝えています。園では、卒園生が日常的に遊びに来たり、行事に来たりしており、卒園後も良好な関係性を継続しています。今後はさ
らに、転園時や卒園時の相談対応について記載した文書を作成し、保護者に渡されると良いでしょう。

　保育の開始にあたっては、入園説明会を開催し「入園案内」に沿って、園の保育の特色や活動内容、大切にしていることなどを説明
しています。また、持ち物については、見本を見てもらうなどして保護者にわかりやすいよう工夫しています。入園時の個人面談では
「重要事項説明書」に基づいて、利用料金や延長保育などについて説明し、同意書を保護者から受領しています。園では、慣れ保育を
必須としていませんが、保護者の希望があれば、相談しながら行うこととしています。進級時に重要事項の内容に変更が生じた場合
は、連絡用アプリで配信を行って保護者に周知しています。外国籍の保護者など、日本語での会話が難しい場合などは、個別に丁寧な
対応を行うこととしています。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

　どろんこ会グループのホームページに、理念と方針のほか、子育ての特徴、身につく6つの力、デイリープログラムなどを動画や写
真を用いて紹介しています。園のページには、運営時間、定員、アクセスなどを掲載し、園だよりや年間スケジュール、献立表、食育
だより、保健だよりなどが見られるようになっています。また、問い合わせフォームのページから園への質問や見学申し込みができる
ようにしています。見学は、活動の様子を見てもらえる午前中を推奨していますが、希望者の都合を優先して見学日時を設定していま
す。見学案内の際は「入園案内」に沿って、園の保育の特色などを説明しています。ホームページの掲載内容は、法人の担当部署で適
宜更新して、最新の情報を提供できるようにしています。

　子どものプライバシー保護について、キックオフ会議や園会議で、保育品質マニュアルの読み合わせやその時の課題を出し、話し
合っています。保護者の利用者調査結果において、プライバシー保護については高い評価となっています。プールの着替え時には、園
外から見えないようにカーテンや模造紙で目隠しをして室内で着替えをするようにしています。友達から離れたい子どもは、気が済む
まで職員室にいることができます。子どもの意思を尊重し、自由に乳児の部屋や好きな先生のクラスに行けるようにしています。保護
者には、プライバシー保護の取り組みを入園時の面談や保護者懇談会で周知しています。

　どろんこ会グループは、「私たちの子育て」として、「いうことをきく子を育てるのでも、指示を待つ子を育てるのでもありませ
ん。ここでは、兄弟姉妹がともに暮らし、共に遊び、ともに労働し、頼りあい、ぶつかり合い、手を差しのべあう、年齢の違う子同
士、障害の有無に関係なく、どの子も、やってみたいこと・思い通りにならないこと、すべて実際に経験します」と明示しています。
年2回、どろんこ会グループの「児童・保護者の人権に関するチェックリスト」を使用し、園会議において、職員は人権保護に関する
自己採点を行っています。子どもだけの話し合いの場を設けて、その都度課題を子どもと一緒に考えています。男だから、女だからと
色を決めたり、活動を制限したりすることがないように職員間で共有を図っています。
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【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

＜コメント＞

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

a

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

a

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

a

＜コメント＞

（４） 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

（５） 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

　「保育運営マニュアル」の危機管理の項目に、災害時の園の対応について記載されています。職員室に「災害発生時のフローチャー
ト」「自衛消防隊の編成と任務表」が掲示されています。鶴見区のハザードマップによると、当園は、浸水地域、土砂災害の対象エリ
アではありません。災害時の子ども、保護者及び職員の安否確認は、連絡用アプリを使用し、毎月保護者向けのテスト配信で練習して
います。BCP(事業継続計画)を作成し「保育運営マニュアル」に記載しています。毎月様々な設定で避難訓練を行っており、消防署立
ち会いによる訓練も組み入れています。

　感染症の予防と発生時などの対応は、衛生管理マニュアルに記載されています。感染症発生時のフロチャートが職員室内に掲示され
ています。4月のキックオフ会議の園内研修で、全職員が嘔吐処理方法を確認しながらロールプレイングを行い、適切な嘔吐処理作業
を確認し合います。感染症の予防策は、マニュアルに則り、清掃、消毒、うがい、手洗いを中心に行います。感染症が発生した場合に
は、マニュアルに則り、発生状況を園内に掲示して保護者に周知しています。運営本部が「保健だより」を発行し、どろんこ会グルー
プの保健に関する取り組みを毎月紹介しています。

リスクマネジメントの園の責任者は施設長となっており、どろんこ会グループの運営本部と園内に、事故防止委員会を設置していま
す。危機管理マニュアル、クライシスマニュアルがあり、園会議で職員の周知を図っています。園内のハザードマップは廊下に掲示し
ています。公園のハザードマップは、職員室に掲示しており、年4回、園会議で見直しを行っています。不審者侵入時フロチャート、
プール遊びの実施マニュアル、銭湯でお風呂の日実施マニュアルなど、特に安全確保・事故防止が必要な場面でのマニュアルも用意さ
れています。毎月1回、事故防止委員が園の事故記録簿やヒヤリハット、インシデントを確認・分析し、職員の意識づけを行っていま
す。安全確保・事故防止に関するどろんこ会グループが運営する研修プログラムの動画の視聴を推奨しています。

　保護者は、日常的には職員との登園、お迎え時の対話や連絡帳アプリでのやりとりで相談や意見を述べています。職員は、お迎え時
には、「3分間お迎え対応」(その日の子どもが満足したこと、エピソードなどをできるだけ保護者に丁寧に説明すること)を心がけて
います。そのほか、「ご意見ご提案デスク」「ご意見箱」「保護者アンケート」など様々な相談・意見を述べる方法を用意していま
す。相談や意見を受けた際の対応マニュアルは整備されており、検討に時間がかかる場合には、時間がかかる旨を迅速に保護者に伝え
ています。意見に対応したことは、職員間の共有を速やかに行っています。年1回、どろんこ会グループの施設長会議で、マニュアル
の見直しを行い、改訂の可否を判断しています。

　保護者が相談や意見を申し出る際に、連絡帳アプリや書面、面談など複数の方法があることや苦情解決責任者や受付担当者、第三者
委員など、相手を自由に選べることを「入園案内」に記載して入園時に保護者への配付と説明を行っています。「入園案内」は、玄関
に設置して保護者がいつでも閲覧できるようにしています。また、文書の内容を連絡用アプリで保護者に配信して、周知を図っていま
す。保護者との相談は、相談内容によって、玄関の脇にある地下1階の一時保育室や3階の子育て支援室を使用しています。

　苦情解決の体制は、苦情解決責任者(施設長)、苦情受付担当者(どろんこ会グループで2名)、第三者委員(どろんこ会グループで4名)
となっており、「入園案内」に明記して入園時に保護者に説明しています。苦情を受け付けた際は、所定の書式に内容を記録して運営
本部と職員全体で共有しています。どろんこ会グループに苦情・意見受付窓口として「ご意見ご提案デスク」を設け、「ご意見箱」を
玄関に設置するなど、保護者が苦情を出しやすくしています。また、施設長はじめ職員は、保護者がコミュニケーションを取りやすい
雰囲気づくりを心がけています。
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２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

a

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

a

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

a

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

a

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

a

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞

　毎月のどろんこ会グループの施設長会議における各園の日々の運営の報告を基に、年1回、各園の施設長が中心となって、どろんこ
会グループの「保育運営マニュアル」の見直しを行っています。10月には、施設長が園の業務の中で気になること、保護者アンケート
の結果、保護者からの意見や提案、日々の職員からの意見や提案を参考に、アンケート形式の「園から意見・提案」を運営本部に提出
し、「保育運営マニュアル」の見直しの材料にしています。標準的な実施方法の検証・見直しがあった場合には、園内の会議を経て、
指導計画の見直しも検討しています。

　保育について標準的な実施方法は、「保育品質マニュアル」「保育運営マニュアル」に記載されています。全職員が、年2回「児
童・保護者の人権に関するチェックシート」で、子どもの尊重、プライバシー保護などの保育の標準的な実施方法を確認しています。
毎年、内部監査室による内部監査が行われ、保育全般の課題の抽出を行っています。内部監査における指摘事項について、職員で改善
策を出して対応しています。園内研修でロールプレイングの手法を取り入れるなどして、課題の改善に向けて学び合っています。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　どろんこ会グループが作成している「秘密情報管理規程」などで個人情報の保管、廃棄、情報の提供、管理責任者の任命、漏えい対
策などについて定めています。法人全体の取り組みとして、「情報セキュリティチェック」を年に2回、職員個々に対して実施してお
り、自己点検を通して個人情報保護に関する規程及び法令の遵守について意識付けができるようにしています。また、「保育品質マ
ニュアル」にも個人情報の管理や取り扱いについて明記し、園内研修で確認しています。保護者へは、入園説明会で説明するとともに
「個人情報の取り扱いの同意」の文書をWEB上で確認してもらい、個人情報の収集、利用、管理などについての同意書を受領していま
す。

　子ども一人ひとりの発達状況や生活状況などを記載している「個別記録」は、0～2歳児クラスは毎月、3～5歳児クラスでは3か月ご
とに作成しており、保育の実施状況を確認することができるようにしています。「保育品質マニュアル」には、記録を作成する際の振
り返りの視点についてなどを記載しており、園会議で確認して記録の書き方に職員間で差異が生じないようにしています。「個別記
録」は専用のアプリに入力し、職員全員が所持している業務用のスマートフォンで共有できる仕組みを整備しています。保育の実施状
況等は、随時行われているクラス会議のほか、週1回の週案会議、月1回のリーダー会議、園会議で共有しています。

　「保育品質マニュアル」に各種指導計画の作成や評価に関するルールや配慮事項を明記しています。各クラスの年間指導計画は四半
期ごとにクラス会議で評価を行い、1月と2月の策定会議で年間の評価を行って次年度の計画作成に生かしています。月間指導計画と週
案は、それぞれ計画期間の終了時期にクラス会議で評価を行い、次期の計画作成に生かしています。各計画の省察欄には、課題や時期
に配慮すべき事項について詳細に記載しています。作成された指導計画は、週案会議や職員会議で報告し合い、全体での共有化を図っ
ています。週案を緊急に変更する場合は、主任、施設長に確報告し決定する流れとなっており、変更事項は日々の朝礼及び各クラスに
ある朝礼ノートで職員全体に周知しています。

　各クラスの指導計画は、全体的な計画に基づいて職員間での話し合いを行って作成しており、施設長の最終確認をもって完成として
います。0～2歳児クラスの月間個別指導計画は、クラス会議で前月の子どもの姿を確認し合いながら作成しています。3～5歳児クラス
は3か月ごとに「個別記録」を作成しており、前期の振り返りを踏まえて、子どもの現況と課題、今後に向けた配慮事項などを記載
し、クラスの月間指導計画の作成につなげています。障がいのある子どもに対しては、療育機関の助言を受けて月間個別支援計画を作
成しています。指導計画や支援計画、個別記録は、必要に応じて栄養士の意見を反映しているほか、保護者のニーズを踏まえて作成し
ています。
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第三者評価結果　
事業所名：鶴見どろんこ保育園

Ａ-１　保育内容

Ａ-１-（１）　全体的な計画の作成 第三者評価結果

【Ａ１】
Ａ－1－(１)－①
　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体
的な計画を作成している。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 第三者評価結果

【Ａ２】
Ａ－1－(２)－①
　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。

a

＜コメント＞

【Ａ３】
Ａ－１－(２)－②
　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ４】
Ａ－１－(２)－③
　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整備、援助を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ５】
Ａ－１－(２)－④
　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

a

＜コメント＞

　1歳児と2歳児クラス、3～5歳児クラスは、それぞれワンフロアの合同保育室となっており、大きな窓から採光を取り入れて広々とし
た開放的な空間となっています。職員は「保育品質マニュアル」に基づいて、空調管理や温湿度管理、各場所の清掃、おもちゃなどの
消毒を行い、常に適切な状態を保持できるよう努めています。木材の机や可動式の棚は、子どもの発達段階に応じて適宜配置を変更
し、活動しやすいよう配慮しています。また、マットなどを用いてコーナーを作ったり、テラスや図書コーナーを利用したりして、子
どもがゆったりと落ち着いて過ごすことができるようにしています。「縁側給食」では、外気に触れながら気持ち良く食事をすること
を経験できるようにしています。午睡の際は、丁寧に清掃と消毒を行って睡眠のスペースを整え、電気で明るさを調整して子どもが心
地よく眠りにつけるようにしています。トイレや手洗いの際は、職員が安全面に配慮しながら見守り、子どもの安心につなげていま
す。

　全体的な計画は、どろんこ会グループの掲げる保育理念と子育て目標としている保育方針に基づき、法人の施設長会議で協議を行っ
て骨子を作成しています。保育に関する基本原則として、児童福祉法に基づき保育を必要とする子どもの保育を行うこと、養護と教育
を一体的に行うことを明記しているほか、保育所保育指針が示す幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を記載しています。また、
どろんこ会グループの保育の特色である「私たちが育てる6つの力」に基づいて年齢ごとの保育目標を設定しています。当園では、施設
長会議で作成された全体的な計画の骨子を基に、2月と3月に行う策定会議で話し合いを行って、園の年間目標を設定し、地域の実態に
即した事業や地域に向けた子育て支援について追記しています。策定会議では、年間を通した振り返りを行う中で、全体的な計画の見
直しにつなげています。施設長会議では、各園の職員から出た意見や提案を踏まえて全体的な計画の評価を行い、次年度の作成に生か
しています。

　各保育室内には、背の低い棚におもちゃを配置しているほか、年齢に応じて様々な素材や道具を準備し、子どもが自分で好きな遊び
や表現活動を選べるようにしています。職員は、日々の保育の中で遊びを指定することなく、子どもが自分で遊びを選ぶことができる
よう、安全面に留意して環境構成を行っています。子どものやりたいことを尊重し行動を見守りながら、必要な場面で手を差しのべら
れるよう配慮して子どもの自発性を発揮できるようにしています。「商店街ツアー」や「銭湯でお風呂の日」などの活動では、地域の
人たちと接する体験を通して挨拶などのマナーを身につけられるようにしています。訪問調査日には、広々とした園庭のあちらこちら
で子どもたちの楽しそうな声が響き渡り、築山の上り下りやボール遊びのほか、かけっこなどで体を動かしたり、落ち葉拾いやヤギの
世話、プランターの土入れなどで、自然や生き物に触れあったり、自分のやりたいことを自分で選んで活動している子どもたちの姿が
確認できました。

　どろんこ会グループの子育て方針として、おとなが指示を出すのではなく、子ども同士が育ち合う中で「子ども自らが選択しやって
みる」ということを大切にしており、生活習慣の習得においても、子どもの思いを第一に考えて保育にあたっています。子どものやる
気を引き出せるよう、言葉かけを行いながら見守り、子どもが自分でできるところまで待って、さりげなく援助するようにしていま
す。職員は、人形遊びの中で着替えや洋服のたたみ方の見本を見せるなどして、子どもたちが遊びながら楽しく生活習慣を身につけら
れるようにしています。また、おもちゃの写真を種類ごとに棚に貼り、子どもが進んで片付けを行えるよう工夫しています。歯磨きや
うがい、手洗いなどを習慣づけることの大切さを子どもが理解できる言葉づかいでわかりやすく伝えています。2歳児クラスから毎朝1
分間の「座禅」を行って散歩や園庭遊びなどの活動に移行しており、一日の流れの中で静と動のバランスを考慮して計画を立案してい
ます。

　職員は、子どもの活動の様子や保護者から聞いた家庭での様子などから、一人ひとりの発達段階や個人差を把握し、個性を尊重して
保育にあたることを共通認識としています。クラス会議や週案会議では、子ども一人ひとりの状況を共有し、方向性を同じくして対応
することを確認し合って、子どもが安心して自分を表現する力を育めるようにしています。また、子どものその時々の姿に応じて、気
持ちを受けとめて共感し、子どもの思いに寄り添うことを大切にして保育にあたっています。園内研修では、グループディスカッショ
ンやロールプレイングの手法を取り入れ、事例を採り上げて意見交換を行いながら、否定語を不必要に使用しないことや言葉の言い換
えなどについて学び合っています。また、子どもの目線でおだやかに話し、声の大きさ、トーンなどにも配慮しています。ニュースに
なった不適切保育の事例などについては、速やかに朝礼などで共有し、自らの保育実践を見つめ直すことができるよう注意喚起を行っ
ています。



2 / 4

【Ａ６】
Ａ－１－(２)－⑤
　乳児保育(０歳児)において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ７】
Ａ－１－(２)－⑥
　３歳未満児(1・2歳児)の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、
保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ８】
Ａ－１－(２)－⑦
　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ９】
Ａ－１－(２)－⑧
　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ10】
Ａ－１－(２)－⑨
それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ11】
Ａ－１－(２)－⑩
　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わりに配慮してい
る。

a

＜コメント＞

　どろんこ会グループでは、障がいの有無で分ける保育ではなく、すべての子どもが手を差しのべあう「インクルーシブ生活」を実践
しています。園舎内には、エレベーターとバリアフリートイレがあり、保育室の出入り口は段差が無い造りとなっているほか、保育室
内に子どもが落ち着けるスペースを作り、障がいのある子どもが安心して生活できる環境を整備しています。また、絵カードなどを用
いて、コミュニケーション方法を工夫しています。障がいのある子どもに対しては、ケース会議を毎月実施して、クラスの指導計画と
連動させながら個別支援計画を作成しています。日々の様子は保育日誌に記載して、計画の振り返りにつなげています。職員は子ども
たちが自然に関わりを持ちながら、一緒の活動ができるよう援助を行っています。保護者とは、随時個人面談を実施して対応方法を共
有しています。横浜市東部地域療育センターの巡回訪問で助言を得ているほか、外部研修に参加して知識を深め実践に生かしていま
す。

　1、2歳児クラスでは、自分でやりたいことを見つけられるよう、環境整備を行い、職員が一緒に遊びながら、遊び方を伝えるなどし
て関わっています。1歳児の子どもたちは、ブロックや人形などで一人遊びに集中したり、外遊びではどんぐりや落ち葉を拾って集めた
りしています。2歳児になると、少人数で友達との会話を楽しみながら、ままごとをしたり、鬼ごっこなど簡単なルールを覚えて友達と
一緒に走り回ったりしています。子ども同士の小さな揉め事の際は、様子を見ながら援助できる距離感で関わり、自分の気持ちを言え
るように言葉かけを行うなどしています。また、子どもの言動には、必ずその理由があることを理解し「いやいや」の状態になった時
でも、子どもの気持ちを受けとめて、寄り添いながら対応しています。園庭遊びなどで、3～5歳児クラスの子どもたちとも日常的に交
流しています。散歩の道中では、すれ違う地域の人たちと挨拶を交わし、公園で会う地域の親子と一緒に遊ぶなどしています。

　0歳児クラスでは、一人ひとりの月齢や発達段階に合わせて生活リズムを作れるようにしています。ゆったりとした空間づくりを行
い、はいはいやつかまり立ち、伝い歩きなどが安全にできるスペースを確保して、安心して過ごせるよう配慮しています。入園後しば
らくの期間は授乳、離乳食、おむつ替えなどの援助をなるべく同じ職員が行うようにして、愛着関係を形成できるようにしています。
また、子どもの目線に合わせて応答的な関わりを持つことを大切にして保育にあたっています。子どもたちの興味と関心を引き出せる
よう、音の出るおもちゃや手先を使うおもちゃ、感触を楽しめるおもちゃなどを手作りするなどして準備しています。また、テラスに
マットを敷いて、日向ぼっこをしたり、園庭で土遊びや落ち葉を踏んで楽しんだり、戸外で過ごす時間も多く作っています。離乳食の
進め方については、保護者から家庭での様子を聞きながら、栄養士と保育士が情報を共有し、個々の状況に応じて対応しています。

　デイリープログラムに記載している基本的な一日の流れに沿ってクラスごとに週案を作成し、それぞれの子どもの在園時間を考慮し
て環境整備を行い、子ども主体の計画性を持った取り組みにつなげています。各クラスの年間指導計画と月間指導計画には、長時間に
わたる保育に関する配慮事項などを記載して、ゆったりと穏やかに過ごせるよう配慮しています。パズルや絵本など座って遊べるおも
ちゃを準備しているほか、マットを用いて横になれるスペースを作るなどしています。園では、日常的に異年齢で過ごすことが多いの
で、合同保育となる時間帯でも、年上の子どもが年下の子どもにおもちゃを渡してあげたり、塗り絵を一緒にしたりして自然に関わり
を持ちながら過ごしています。降園時間が19時半以降になる際は、保護者の希望に応じて夕食を提供することとしています。朝の受け
入れ時と日中の子どもの状況は、口頭で伝えるとともに各クラスにある「伝達ノート」に記載して、職員間の引き継ぎを適切に行って
います。

　3～5歳児クラスの「子ども会議」では、遊びの内容や散歩の行き先などについて、子どもたちが主体的に話し合えるよう援助してい
ます。また、運動会などの行事の取り組みでも、何を行うかなどをクラスごとに話し合って決められるようにしています。3歳児クラス
では、職員がリードしながら会議を進め、4、5歳児を手本にして、自分の気持ちを言葉にして友達に伝えることができるよう援助して
います。4歳児クラスでは、友達の意見を聞く力を身につけて自分たちで考えて活動を展開できるよう援助しており、段ボールでコンポ
ストを作る活動につなげています。5歳児クラスでは、子どもたち主導で話し合いを進められるようになり、職員は見守る姿勢で関わっ
ています。どろんこ祭りのあとに5歳児クラスで祭りをしたいという意見から、自分たちで話し合って、祭りの内容や役割を決め、みん
なで協力し合って衣装を作り、お化け屋敷やゲームコーナーなどの祭りを行いました。こうした活動や取り組みは、ホームページで発
信しています。

　5歳児クラスの「年間連携計画書」に、就学に向けた目標を記載して、月間指導計画の作成につなげています。どろんこ会グループの
取り組みに3～5歳児クラスの「就学前教育」があり、のびのび教室、体操指導、音楽指導の活動を通して文字や数字、体操や音楽に親
しめるようにしています。秋以降から、午睡の時間をなくしていき、就学に向けて生活リズムを整えています。5歳児の子どもたちは、
近隣の小学校を訪問し、小学生に校内を案内してもらったり、近隣の保育園の5歳児と公園でドッジボールなどをして一緒に遊んだりし
ています。保護者懇談会で法人が作成した資料を基に就学に向けた準備や配慮事項などを説明しているほか、12月頃に個人面談の期間
を設けて相談に対応し、保護者の不安解消につなげています。5歳児クラスの担任職員は幼保小連携連絡会に参加して接続期について小
学校の教員と意見交換を行っています。また、保育所児童保育要録を作成し施設長が最終確認を行って完成させ、就学先に提出してい
ます。
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Ａ-１-（３）　健康管理 第三者評価結果

【Ａ12】
Ａ－1－(３)－①
　子どもの健康管理を適切に行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ13】
Ａ－１－(３)－②
　健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

a

＜コメント＞

【Ａ14】
Ａ－１－(３)－③
　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な対応を行ってい
る。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（４）　食事 第三者評価結果

【Ａ15】
Ａ－1－(４)－①
　食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

a

＜コメント＞

【Ａ16】
Ａ－１－(４)－②
　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している。

a

＜コメント＞
　どろんこ会グループでは「旬を味わう」「国内産、高品質の食材」などを大切にして献立作りを行っています。系列の法人で米の生
産を行っており、給食米は完全自給自足で賄っています。栄養士は、給与栄養量の目標設定の見直しを子どもの成長に合わせて半期に
一度行っています。子どもの食べる量や好き嫌いについては、保育士との日々の情報交換や毎月の給食運営会議で子どもの様子を聞い
て把握しています。また、日々の残渣記録を記載しているほか、味付けなどについての職員の意見を聞いたり、子どもと一緒に給食を
食べて感想を聞いたりして、味付け方法を変更するなどして工夫しています。サイクルメニューなので、1回目の改善点を2回目に実行
して、子どもたちによりおいしい給食を提供できるようにしています。旬の食材を多く取り入れ、子どもの日や七夕などの行事食の献
立を提供し、季節感を感じられるようにしています。HACCP(ハサップ・食品衛生管理の手法)に基づいたマニュアルを整備し、適切な衛
生管理に努めています。

　どろんこ会グループでは「おいしく楽しく食事を摂る」ことを大切にして年間の食育計画表を作成しています。豆苗の再生栽培を牛
乳パックで行って生長の様子を観察したり、ドーナツ作りを行ったりしているほか、畑の活動で収穫したピーマンなどを給食で使い、
食への関心を深められるようにしています。訪問調査日には、0～2歳児が一緒に縁側で食べており、職員も一緒に食べながら、すくい
やすいようにおかずを寄せるなどして援助していました。3～5歳児の子どもたちは、縁側か保育室のどちらかを自分で選んで準備して
おり、テーブルを拭いて、自分でおかずをよそり、準備のできた子どもから自分のペースで食べ始めていました。食器は陶器を使用
し、食器の扱い方を伝えながらマナーを身につけられるようにしています。苦手な食材は職員が食べるところを見せるなどして少しず
つ食べられるよう言葉かけを行っています。日々の給食とおやつの写真をアプリで配信して保護者に周知しています。

　厚生労働省の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を常備し、アレルギー疾患のある子どもへの適切な対応を行うことと
しています。慢性疾患のある子どもに対しては、主治医の指示に従って対応することとしています。食物アレルギーのある子どもに対
しては、施設長、栄養士、保護者で三者面談を定期的に実施し、主治医が作成した「生活管理指導表」を提出してもらって対応方法を
確認しています。「保育品質マニュアル」に食物アレルギーのある子どもへの食事の提供方法や事故発生時の対応方法などについて明
記し、園内研修で確認するとともに、事故発生時の対応をロールプレイングを行って学び合っています。食事の提供時は、専用の食器
とトレイなどを用いて、栄養士と保育士の双方で声出し確認、チェック表の確認を行っています。栄養士は、除去食の見た目がほかの
子どもたちの食事と違わないよう食材の色などに配慮して盛り付けを行っています。「入園案内」に食物アレルギーのある子どもへの
対応について記載し、保護者に説明しています。

　園の嘱託医による内科健診と歯科健診をそれぞれ年2回ずつ実施しています。また、身体測定を毎月実施して、専用アプリに結果を入
力し、職員間で共有するとともに、保護者も自分の子どもの結果をアプリで見ることができるようになっています。内科健診と歯科健
診の結果は「乳幼児健康診断票」に記載して保護者に渡し、押印後返却してもらって園で保管しています。結果により、気になること
があれば、受診を勧めるなどして個別に対応しています。年間の保健計画表には、内科健診や歯科健診の結果を踏まえて、保健指導の
内容を設定し「朝ごはんを食べよう」「体のしくみを知ろう」などのテーマで子どもたちが健康について関心が持てるよう、わかりや
すく話をしています。また、歯科健診の際に、3～5歳児の子どもたちに歯科医から歯の健康について話をしてもらい、歯磨き指導をし
てもらっています。内科医とは、日常的に連携を図り、子どもの体調などについて電話で相談するなどしています。

　「保育品質マニュアル」に登園時や食事中、午睡中の健康観察について明記し、マニュアルに沿って子ども一人ひとりの健康状態を
確認し、クラスの伝達ノートや情報共有アプリで職員間で共有しています。保育中の体調悪化やけがの際は保護者に電話連絡し、事後
の対応について確認しています。既往症や予防接種に関する新しい情報は保護者に申し出てもらうとともに、児童票のアプリに入力し
てもらい、職員も共有できるようになっています。「入園案内」に、健康管理に関する園の取り組みを掲載し保護者に説明していま
す。また、毎月「保健だより」を発行し健康に関する情報などを掲載して保護者に伝えています。0、1歳児クラスでは、生存確認表を
用いて午睡時の呼吸や顔色などを確認し、乳幼児突然死症候群の予防策を施しているほか、園内研修で発生時の対応方法についてロー
ルプレイングを行って学び合っています。保護者へは、保護者懇談会や園だよりで乳幼児突然死症候群に関する情報を提供していま
す。
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Ａ-2　子育て支援

Ａ-２-（１）　家庭と緊密な連携 第三者評価結果

【Ａ17】
Ａ－２－(１)－①
　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

a

＜コメント＞

Ａ-２-（２）　保護者等の支援 第三者評価結果

【Ａ18】
Ａ－２－(２)－①
　保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ19】
Ａ－２－(２)－②
　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

a

＜コメント＞

Ａ-３　保育の質の向上

Ａ-３-（１）保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 第三者評価結果

【Ａ20】
Ａ－３－(１)－①
　保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めて
いる。

a

＜コメント＞
　保育実践の振り返りにあたっては、子どもの姿をとらえて行うようにしており、子どもの気持ちの変化や何気ないつぶやきにも気を
配り、今後に向けた配慮事項を抽出できるようにしています。クラス会議では、日々の保育実践の振り返りを実施して週1回の週案会議
でクラスの状況を報告しています。さらに、毎月のリーダー会議で月間を通した各クラスの保育実践とその振り返りについて共有し、
互いの学び合いや意識の向上につなげています。園では、週案会議の中で、子どもの姿についての気づきや自分がやりたい保育につい
てなどを職員相互で伝え合うことを組み入れて、職員間の関係性や連携をさらに深めていきながら保育の質の向上に向けて取り組んで
います。職員個々の自己評価として「コンピテンシー自己採点」を毎月行っています。園としての保育実践の自己評価は、年度末に事
業報告を作成する形で施設長が中心となって行っており、各クラスの保育実践の振り返りや職員個々の自己評価結果を反映させていま
す。

　「保育品質マニュアル」「運営マニュアル」に、虐待の種類や早期発見のチェックリスト、発見時の対応フローチャートを明記し、
園内研修で確認しています。登園時と保育中の着替えやおむつ替えなどの際に、体にあざや傷が無いか、確認しているほか、保護者と
子どもの関わり方や子どもの言動などにも留意し、いつもと違う様子などを速やかに察知できるようにしています。保護者の様子で気
になることがあれば、こちらから声をかけ、家庭の様子や仕事の状況、困っていることなどをさりげなく聞いて、早期に解決できるよ
う一緒に考える姿勢で継続的にフォローを行っています。職員が虐待等権利侵害の可能性があると判断した場合は、マニュアルに基づ
いて迅速に対応しており、施設長、法人への報告を行って対応を協議し、必要に応じて記録や写真撮影をするなどして、経過を観察し
ています。また、状況により、通報を行う場合には、鶴見区こども家庭支援課に連絡し対応を協議しています。

　施設長はじめ職員は、保護者との登降園時などの会話の中で、丁寧な言葉づかいや保護者の話を傾聴する姿勢を心がけています。登
降園時などに、小さな悩み事などにも丁寧に対応して、保護者が前向きに子育てに向き合えるよう支援しています。時間を設けて相談
に応じる場合は、保護者の仕事の都合に配慮して日時を設定しています。食事に関する相談については、栄養士の助言を受けて、専門
的な対応ができるようにしています。相談を受けた職員が、適切に対応できるよう施設長や主任がアドバイスを行い、必要に応じて同
席し、複数で対応するなどしています。園内研修では、降園時の対応方法についてロールプレイングを行って、保護者への伝え方や話
しやすい雰囲気づくりなどについて学び合っており、円滑なコミュニケーションを図りながら、保護者と信頼関係を深められるよう取
り組んでいます。相談内容や対応結果は面談記録表に記載して、職員間で共有し対応方法を確認しています。

　どろんこ会グループの取り組みとして「3分間お迎え対応」を実施しており、降園時にその日の子どもの様子をエピソードを交えるな
どして保護者に丁寧に伝えています。連絡帳アプリでの情報交換は、0～2歳児クラスは毎日、3～5歳児クラスは必要に応じてやり取り
を行っています。また、日々の活動の様子を写真とコメントでクラスごとに連絡用アプリで配信しています。年2回の保護者懇談会で
は、各クラスの活動の様子を写真を見てもらうなどして伝え、保育のねらいや大切にしていることなどを保護者に説明しています。運
動会や生活発表会などの行事で子どもの姿を見てもらっているほか、全クラスで保育参加を随時受け付けて、子どもと一緒に遊んでも
らうなどして普段の様子を見てもらい、子どもの成長を共有できるようにしています。個人面談の内容は面談記録に記載しているほ
か、登降園時に保護者から聞いた情報についても、必要に応じて記録を行い、個別ファイルに保管して職員間で共有しています。
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鶴見どろんこ保育園

■園の理念・方針について

■入園時の状況について

■利用者を尊重する姿勢について

　福祉サービス第三者評価 利用者調査結果

結果の特徴

89 回収率：有効回答数： 58 65.2%

実施方法・・・園を通して案内を保護者へ配付、各保護者がWebアンケートシステムにて回答
回収方法・・・Webアンケートシステムにて匿名にて回収

調査対象世帯数：

実施期間：2024年 9月 10日  ～  2024年 9月 24日

問1．園運営の基本的な考え方（理念・方
針）をご存じですか

33 19 4 0 2

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が43人（74.1%）、「どちらかといえば満足」が14人
（24.1%）で合計57人（98.3%）でした。

　自由意見には、「生きる力を育むという理念の通り、自然の中でのびのびといろいろな経験をさせてい
ただいていると思います」「思いっきり身体を動かして遊ばせてくれ、新しい体験を日々させてくれるの
で感謝しています」「子どもたちの成長を促しつつ、意思を尊重した保育をしてくれていると思います」
「本当によく保護者の話に耳を傾けてくれます」「子どもの意見を尊重してくれます」「異年齢交流が盛
んで、優しさや思いやる気持ちが育まれているように感じます」「食事が和食中心でおいしそうです」
「田植えや稲刈り、長距離徒歩遠足、商店街ツアー、日々のお散歩が充実しています」など、園への信頼
と感謝を寄せる声が多く見られました。

　項目別に見ますと、「問9．戸外遊びや行事などにより、子どもが自然や地域と関わる機会は十分確保
されていますか」で100.0%、「問12．献立表やサンプル表示などで、毎日の給食の内容が分かるよう
になっていますか」で96.6%、「問8．子どもの発達に合わせた豊かな感性を育む活動・遊びが行われて
いると思いますか」他1項目で94.8%の保護者が「はい」と回答し、とても満足度が高い様子が読み取れ
ます。

結果の詳細

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

56.9% 32.8% 6.9% 0.0% 3.4% 100.0%

58

81.0% 13.8% 1.7% 0.0% 3.4% 100.0%

問2．年間の保育や行事について、説明が
ありましたか

47 8 1 0 2

58

84.5% 6.9% 3.4% 3.4% 1.7% 100.0%

問3．入園前の見学や説明など、園からの
情報提供はありましたか

49 4 2 2 1

問5．園で収集した個人情報の取り扱いに
ついて、説明はありましたか

45 10 1 0 2

58

93.1% 1.7% 0.0% 1.7% 3.4% 100.0%

問4．入園時の面接などで、子どもの様子
や生育歴などを聞いてくれましたか

54 1 0 1 2

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

77.6% 17.2% 1.7% 0.0% 3.4% 100.0%

問7．職員は、子どもの気持ちを大切にし
ながら対応してくれていると思いますか

54 4 0 0 0

58

86.2% 12.1% 0.0% 1.7% 0.0% 100.0%

問6．あなたや子どものプライバシー（見られた
くない、聞かれたくない、知られたくないと思うこ
と）を職員は守ってくれていますか

50 7 0 1 0

58

93.1% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
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■日ごろの保育内容について

■園の快適さ・安全対策について

■園と保護者との連携・交流について

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

94.8% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問8．子どもの発達に合わせた豊かな感性
を育む活動・遊びが行われていると思いま
すか

55 3 0 0 0

58

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問9．戸外遊びや行事などにより、子ども
が自然や地域と関わる機会は十分確保さ
れていますか

58 0 0 0 0

58

86.2% 12.1% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

問10．昼寝や休息は、子どもの状況に応じ
た対応がされていますか

50 7 1 0 0

58

86.2% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問11．基本的生活習慣（衣服の着脱・排泄な
ど）の自立に向けて、園は家庭と協力しながら
子どもの成長に合わせて取り組んでいますか

50 8 0 0 0

問13．提供される食事・おやつは、子ども
の状況に配慮し、工夫されたものになって
いますか

51 6 0 1 0

58

96.6% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

問12．献立表やサンプル表示などで、毎日
の給食の内容が分かるようになっていま
すか

56 1 1 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

87.9% 10.3% 0.0% 1.7% 0.0% 100.0%

58

70.7% 22.4% 5.2% 0.0% 1.7% 100.0%

問14．園内は清潔で整理、整頓され、子ど
もが心地よく過ごすことのできる空間に
なっていますか

41 13 3 0 1

58

81.0% 17.2% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

問15．保育中の発熱やけがなど、子どもの体
調変化への対応（処置・連絡など）は、十分さ
れていると思いますか

47 10 1 0 0

58

72.4% 20.7% 3.4% 0.0% 3.4% 100.0%

問16．安全対策が十分とられていると思い
ますか（事故防止、不審者対応、緊急時の
対応など）

42 12 2 0 2

問18．園には、災害発生時などを想定した
緊急時の連絡体制はありますか

51 6 0 0 1

58

82.8% 15.5% 0.0% 0.0% 1.7% 100.0%

問17．感染症の発生状況や注意事項など
の情報を伝えてくれていますか

48 9 0 0 1

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

87.9% 10.3% 0.0% 0.0% 1.7% 100.0%

58

94.8% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問19．保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会はありますか

55 3 0 0 0

58

82.8% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問20．送り迎えの際、子どもの様子に関す
る情報のやり取りは十分ですか

48 10 0 0 0

問22．開所時間内であれば、急な残業や
不定期な業務に対して柔軟に対応してくれ
ていますか

47 4 0 7 0

58

79.3% 19.0% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

問21．子どもに関する悩みや不安などに
ついて、気軽に相談しやすいですか

46 11 1 0 0

58

81.0% 6.9% 0.0% 12.1% 0.0% 100.0%
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■不満・要望への対応

■総合的な満足度

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

58

69.0% 19.0% 5.2% 5.2% 1.7% 100.0%

問23．園長や職員に対して日ごろ不満に
思ったことや要望は伝えやすいですか

40 11 3 3 1

問25．要望や不満があったときに、職員以外の
人（役所や第三者委員など）にも相談できるこ
とを、園はわかりやすく伝えてくれていますか

26 17 6 5 4

58

72.4% 19.0% 0.0% 6.9% 1.7% 100.0%

問24．園は、保護者の要望や不満などに、
きちんと対応してくれていますか

42 11 0 4 1

58

74.1% 24.1% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0%

園を総合的に評価すると、どの程度満足し
ていますか

43 14 1 0 0

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

58

44.8% 29.3% 10.3% 8.6% 6.9% 100.0%



●評価機関認証

埼玉県福祉サービス第三者評価機関認証

千葉県福祉サービス第三者評価機関認証

神奈川県福祉サービス第三者評価機関認証

社会的養護関係施設第三者評価機関認証

株 式 会 社 学 研 デ ー タ サ ー ビ ス
（福祉サービス第三者評価機関）
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東京都福祉サービス第三者評価機関認証


